
【別添資料】

 ★酒田地区広域行政組合告示第６号の個別内容等

1
最終処分場放流水等水質検査業務委

託
最終処分場

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで
◎入札は総価により行う。 107 環境調査ー1 環境調査

酒田地区広域行政組合管内

（酒田市、庄内町、遊佐町）

に本社又は営業所等を有するこ

と。

計量法第107条第2号の規定に基づく環

境計量証明事業者(水又は土壌中の物質

の濃度)であること。

 ２. (６) の内容を証する書類の写し
令和8年3月17日(火)

午前10時00分

2 し尿中継業務委託 【単価契約】

酒田地区広域行政組

合管内（酒田市、庄

内町、遊佐町）

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで

令和８年４月１日から

令和９年３月３１日まで

◎入札は総価により行う。

 (専用入札書あり)

121 廃棄物処理ー1 廃棄物

処理

酒田地区広域行政組合管内

(酒田市、庄内町、遊佐町) に

本社又は営業所等を有するこ

と。

・酒田市、庄内町又は遊佐町の一般廃棄物

(し尿)の収集運搬の許可を受けていること。
 ２. (６) の内容を証する書類の写し

令和8年3月17日(火)

午前10時05分

(６) 入札方法 (３) 業種－細目 (５) 地域条件 (６) その他 ③ (１) 日　時

整理

番号

１.入札に付する事項

２.入札参加者の資格 ３.入札参加資格確認申請

(３) 申請書及び添付書類

７.開札の日時
※営業所等に関しては、本社より入札に係る権限の委任が書面によってなされ、その内容がこの入札公告の前日

   までに令和７・８年度競争入札参加者登録簿に登載されていること。

(１) 件　    名 (２) 履行場所 (４) 契約期間 (５) 委託期間


